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基本的な感染防止対策の更なる徹底について（通知） 
 

日頃から、愛知県の施策の推進に御理解と御協力をいただき、誠にありがとうございます。 

愛知県では、８月８日から８月３１日までの２４日間、愛知県まん延防止等重点措置により、 

大規模商業施設等に対し、名古屋市始め１２市町村の措置区域には午後８時まで、措置区

域以外の地域には午後９時までの営業時間の短縮及び感染防止対策の徹底をお願いして

おります。 

しかしながら、新規陽性者は、７日間平均値では、８月５日に２６0人を上回り、ステージⅣ

となり、入院患者数も、８月７日には、７日間平均値で３１４人を超え、ステージⅢとなりました。 

また、全国の百貨店においては、クラスターの発生が報道されております。 

つきましては、大規模商業施設などでは、改めて営業時間の短縮に加え、下記の基本的

な感染防止対策の更なる徹底をお願いするとともに、関係者の皆様への周知・徹底をお願

いいたします。 

記 

〇感染防止対策 

・ 従業員への検査勧奨 

・ 入場者の感染防止のための整理・誘導 

・ 発熱その他の症状のある者の入場の禁止 

・ 手指の消毒設備の設置 

・ 事業を行う場所の消毒 

・ 入場者に対するマスクの着用その他の感染の防止に関する措置の周知 

・ 正当な理由なくマスクの着用等の感染防止措置を講じない者の入場の禁止（すでに入場 

している者の退場を含む） 

・ 施設の換気 

・ アクリル板等の設置又は利用者の適切な距離の確保 

※特に、施設内外に混雑が生じることがないよう、入場整理を徹底するとともに、その旨をホー 

ムページ等を通じて広く周知するようお願いします。 

 

添付文書： 別紙 愛知県まん延防止等重点措置 

県ＷＥＢページ掲載箇所： https://www.pref.aichi.jp/site/covid19-aichi/covid19-aichi.html  

 

（連絡問合せ先） 

愛知県新型コロナウイルス感染症対策本部特措法対策チーム 

防災安全局 防災部 防災危機管理課 政策・企画グループ 

ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ ０５２－９５４－６１９１ ＦＡＸ ０５２－９５４－６９１１ 

E-mail bosai@pref.aichi.lg.jp 


